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(57)【要約】
【課題】酸化物半導体を用いたトランジスタを有する半
導体装置において、より高い耐衝
撃性を付与することを目的の一とする。より多様化する
用途に対応でき、利便性が向上し
た信頼性の高い半導体装置を提供することを目的の一と
する。
【解決手段】半導体装置において、基板上に、ゲート電
極と、第１の絶縁層と、酸化物
半導体層と、第２の絶縁層と、導電層とを有し、ゲート
電極及び導電層のそれぞれは、ト
ランジスタのチャネル幅方向における酸化物半導体層の
両端を越えて延びており、トラン
ジスタのチャネル幅方向における断面において、酸化物
半導体層は、ゲート電極、第１の
絶縁層、第２の絶縁層、及び導電層に囲まれている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランジスタを有し、
　前記トランジスタは、
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極の上方に位置する第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層を介して、前記ゲート電極の上方に位置する酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上方に位置する第２の絶縁層と、
　前記第２の絶縁層を介して、前記酸化物半導体層の上方に位置する導電層と、
　前記酸化物半導体層と電気的に接続されたソース電極及びドレイン電極と、
　を有し、
　前記酸化物半導体層は、前記トランジスタのチャネル形成領域を有し、
　前記トランジスタのチャネル幅方向における断面において、前記第１の絶縁層及び前記
第２の絶縁層のそれぞれは、前記酸化物半導体層の両端を超えて伸びており、
　前記トランジスタのチャネル幅方向における断面において、前記ゲート電極及び前記導
電層のそれぞれは、前記酸化物半導体層の両端を超えて伸びており、
　前記第１の絶縁層は、酸素を有し、
　前記第２の絶縁層は、酸素を有する半導体装置。
【請求項２】
　トランジスタを有し、
　前記トランジスタは、
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極の上方に位置する第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層を介して、前記ゲート電極の上方に位置する酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層の上方に位置する第２の絶縁層と、
　前記第２の絶縁層を介して、前記酸化物半導体層の上方に位置する導電層と、
　前記酸化物半導体層と電気的に接続されたソース電極及びドレイン電極と、
　を有し、
　前記酸化物半導体層は、前記トランジスタのチャネル形成領域を有し、
　前記トランジスタのチャネル幅方向における断面において、前記第１の絶縁層及び前記
第２の絶縁層のそれぞれは、前記酸化物半導体層の両端を超えて伸びており、
　前記トランジスタのチャネル幅方向における断面において、前記ゲート電極及び前記導
電層のそれぞれは、前記酸化物半導体層の両端を超えて伸びており、
　前記第１の絶縁層は、酸素を有し、
　前記第２の絶縁層は、酸素を有し、
　前記酸化物半導体層は、Ｉｎと、Ｇａと、Ｚｎと、を有する半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記酸化物半導体層は、第１の層と、前記第１の層上の第２の層と、を有し、
　前記第２の層は、結晶を有する半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
半導体装置及び半導体装置の作製方法に関する。
【０００２】
なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置
全般を指し、電気光学装置、半導体回路および電子機器は全て半導体装置である。
【背景技術】
【０００３】
絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜を用いて薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を
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構成する技術が注目されている。薄膜トランジスタは集積回路（ＩＣ）や画像表示装置（
表示装置）のような電子デバイスに広く応用されている。
【０００４】
薄膜トランジスタに適用可能な半導体特性を示す材料として金属酸化物が注目されており
、このような半導体特性を示す金属酸化物をチャネル形成領域とする薄膜トランジスタが
知られている（特許文献１及び特許文献２参照。）。
【０００５】
また、薄膜トランジスタを用いた電子デバイスは、さまざまな場所や用途で用いられてお
り、それによって軽量化、薄型化、耐衝撃性など要求される特性や形状も多様化している
。よって目的にあった機能性を付与された電子デバイスの開発が進められている。
【０００６】
例えば、遊技機に設ける半導体装置として、より遊技者が立体感を得られるように表示面
を曲面状にしたディスプレイが報告されている（例えば、特許文献３参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－９６０５５号公報
【特許文献３】特開平７－１１４３４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上記のように半導体装置を多様な形状で用いる場合、外部からの衝撃に対して半導体装置
に高い耐性を付与することが求められる。
【０００９】
そこで、本発明の一形態は、酸化物半導体を用いたトランジスタを有する半導体装置にお
いて、より高い耐衝撃性を付与することを目的の一とする。
【００１０】
また、本発明の一形態は、より多様化する用途に対応でき、利便性が向上した信頼性の高
い半導体装置を提供することを目的の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本明細書で開示する発明の構成の一形態は、基板上に、ゲート電極層と、ゲート絶縁層と
、酸化物半導体層とを含むボトムゲート構造のトランジスタと、トランジスタ上に絶縁層
と、絶縁層上に導電層とを有し、絶縁層は酸化物半導体層を覆い、かつゲート絶縁層と接
して設けられ、酸化物半導体層のチャネル幅方向において、ゲート電極層上でゲート絶縁
層と絶縁層とは端部が一致し、導電層は、酸化物半導体層のチャネル形成領域と、ゲート
絶縁層及び絶縁層の端部とを覆い、かつゲート電極層と接して設けられる半導体装置であ
る。
【００１２】
本明細書で開示する発明の構成の一形態は、同一基板上にボトムゲート構造の駆動回路用
トランジスタを含む駆動回路部と、画素用トランジスタを含む画素部とを有し、駆動回路
用トランジスタは、ゲート電極層と、ゲート絶縁層と、酸化物半導体層とを含み、酸化物
半導体層上に絶縁層と、絶縁層上に導電層とが設けられ、絶縁層は酸化物半導体層を覆い
、かつゲート絶縁層と接して設けられ、酸化物半導体層のチャネル幅方向において、ゲー
ト電極層上でゲート絶縁層と絶縁層とは端部が一致し、導電層は、酸化物半導体層のチャ
ネル形成領域と、ゲート絶縁層及び絶縁層の端部とを覆い、かつゲート電極層と接して設
けられる半導体装置である。
【００１３】
上記構成において、ソース電極層及びドレイン電極層は、酸化物半導体層と絶縁層との間
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に設けてもよいし、ゲート絶縁層と酸化物半導体層の間に設けてもよい。
【００１４】
上記構成においては、酸化物半導体層のチャネル形成領域はチャネル幅方向において、上
下に積層するゲート絶縁層、及び絶縁層と、さらにゲート電極層及び導電層とによって囲
まれているため耐衝撃性に優れ、基板に可撓性基板を用いて自由に形状を加工することが
できる。
【００１５】
酸化物半導体層を含むトランジスタを可撓性基板上に設けると、可撓性を有する半導体装
置を作製することができる。
【００１６】
可撓性基板上に酸化物半導体層を含むトランジスタを直接作製してもよいし、他の作製基
板に酸化物半導体層を含むトランジスタを作製し、その後可撓性基板に剥離、転置しても
よい。なお、作製基板から可撓性基板に剥離、転置するために、作製基板と酸化物半導体
層を含むトランジスタとの間に剥離層を設けるとよい。
【００１７】
本明細書で開示する発明の構成の一形態は、可撓性基板上に、ゲート電極層を形成し、ゲ
ート電極層上にゲート絶縁層を形成し、ゲート絶縁層上に酸化物半導体層を形成し、酸化
物半導体層を覆って絶縁層を形成し、ゲート絶縁層及び絶縁層に開口を形成しゲート電極
層を露出させ、ゲート絶縁層と絶縁層との積層の上部、及び開口においてゲート絶縁層と
絶縁層との積層の端部を覆い、かつゲート電極層に接して導電層を形成する半導体装置の
作製方法である。
【００１８】
本明細書で開示する発明の構成の一形態は、作製基板上に剥離層を形成し、剥離層上にゲ
ート電極層を形成し、ゲート電極層上にゲート絶縁層を形成し、ゲート絶縁層上に酸化物
半導体層を形成し、酸化物半導体層を覆って絶縁層を形成し、ゲート絶縁層及び絶縁層に
開口を形成しゲート電極層を露出させ、ゲート絶縁層と絶縁層との積層の上部、及び開口
においてゲート絶縁層と絶縁層との積層の端部を覆い、かつゲート電極層に接して導電層
を形成してトランジスタを作製し、トランジスタを剥離層を用いて作製基板から支持基板
へ転置し、支持基板に転置されたトランジスタを可撓性基板上に転置する半導体装置の作
製方法である。
【００１９】
なお、第１、第２として付される序数詞は便宜上用いるものであり、工程順又は積層順を
示すものではない。また、本明細書において発明を特定するための事項として固有の名称
を示すものではない。
【発明の効果】
【００２０】
本発明の一形態は、酸化物半導体層のチャネル形成領域をチャネル幅方向において、積層
するゲート絶縁層、及び絶縁層と、さらにゲート電極層及び導電層とによって囲むことに
より、耐衝撃性を付加することができる。
【００２１】
本発明の一形態は、可撓性を付与することで、より多様化する用途に対応でき、利便性が
向上した信頼性の高い半導体装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】半導体装置の一形態を説明する図。
【図２】半導体装置の一形態を説明する図。
【図３】半導体装置の作製方法の一形態を説明する図。
【図４】半導体装置の作製方法の一形態を説明する図。
【図５】半導体装置の一形態を説明する図。
【図６】半導体装置の一形態を説明する図。
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【図７】半導体装置の一形態を説明する図。
【図８】半導体装置の一形態を説明する図。
【図９】半導体装置の一形態を説明する図。
【図１０】電子機器を示す図。
【図１１】電子機器を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれ
ば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈さ
れるものではない。
【００２４】
（実施の形態１）
本実施の形態では、半導体装置及び半導体装置の作製方法の一形態を、図１及び図３を用
いて説明する。本実施の形態では、半導体装置の一例としてトランジスタを示す。なお、
明細書に開示する半導体装置における半導体層は、酸化物半導体層を好適に用いることが
できる。
【００２５】
図１（Ａ）乃至（Ｃ）に示すように、トランジスタ４１０の酸化物半導体層４０３のチャ
ネル形成領域は、チャネル長（Ｌ）方向、及びチャネル幅（Ｗ）方向を有する。
【００２６】
図１（Ａ）はトランジスタ４１０の平面図であり、図１（Ｂ）は図１（Ａ）に示すトラン
ジスタ４１０のチャネル長（Ｌ）方向における線Ａ１－Ａ２の断面図、図１（Ｃ）はチャ
ネル幅（Ｗ）方向における線Ｂ１－Ｂ２の断面図である。
【００２７】
図１（Ａ）乃至（Ｃ）に示すように、トランジスタ４１０は、絶縁表面を有する基板４０
０上に、ゲート電極層４０１、ゲート絶縁層４０２、酸化物半導体層４０３、ソース電極
層４０５ａ、ドレイン電極層４０５ｂを含む。トランジスタ４１０上には、絶縁層４０７
、及び導電層４１１が順に積層されている。
【００２８】
また、図１（Ｃ）のチャネル幅方向の断面図において酸化物半導体層４０３はゲート絶縁
層４０２と絶縁層４０７とで上下及び端部を囲まれており、ゲート絶縁層４０２及び絶縁
層４０７は両端部で接している。ゲート絶縁層４０２の下側にはゲート電極層４０１が設
けられ、絶縁層４０７上には、酸化物半導体層４０３、ゲート絶縁層４０２、及び絶縁層
４０７の上部及びゲート絶縁層４０２、及び絶縁層４０７の両端部を覆い、かつゲート電
極層４０１と接して導電層４１１が設けられている。
【００２９】
よって、チャネル幅方向において酸化物半導体層４０３はゲート絶縁層４０２と絶縁層４
０７、及びゲート電極層４０１と導電層４１１とによって囲まれている。
【００３０】
このように、酸化物半導体層４０３の周囲をゲート絶縁層、ゲート電極層、絶縁層、及び
導電層の積層によって保護する構成とすると、図１（Ｃ）の矢印４４５に示すようなチャ
ネル幅（Ｗ）方向における力（外部から与えられる力）が加えられても、膜厚の厚い積層
構造は曲がりにくいため、積層の中心に位置する酸化物半導体層４０３へかかる力を軽減
することができる。よって外部からの衝撃による酸化物半導体層４０３の破損を防止する
ことができる。
【００３１】
また、ゲート絶縁層４０２及び絶縁層４０７に、ゲート電極層４０１が広く露出する開口
を形成し、該開口においてゲート電極層４０１と導電層４１１とが接する構成としている
。ゲート電極層４０１と導電層４１１として密着性のよい導電膜を用いれば、矢印４４５
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に示す力によるゲート電極層４０１、ゲート絶縁層４０２、酸化物半導体層４０３、絶縁
層４０７、又は導電層４１１の界面における膜剥がれを防止することができる。
【００３２】
ゲート電極層４０１と導電層４１１との密着力を高めるためには接する領域を広く設ける
ことが好ましく、図１（Ａ）に示すように、ゲート電極層４０１と導電層４１１とが接す
る領域の酸化物半導体層４０３のチャネル長方向における距離を、酸化物半導体層４０３
のチャネル長の距離より長くすることが好ましい。
【００３３】
また、酸化物半導体層４０３を中央に配置して、その両端をゲート絶縁層４０２と絶縁層
４０７とが接して封止し、さらにその両端をゲート電極層４０１と導電層４１１とが接し
て封止するため、線Ｃ１－Ｃ２に対して線対称な構造とすることができる。よって矢印４
４５に示す力が均等に分散し、酸化物半導体層４０３において局所的に大きな力がかかる
のを防止することができる。
【００３４】
従って、トランジスタ４１０において酸化物半導体層４０３のチャネル幅方向における曲
げ耐性を高め、耐衝撃性を付与することができる。
【００３５】
駆動回路においては、より多くの電流を流すためにトランジスタのチャネル幅を長く設け
ることが好ましい。しかしチャネル幅が長いトランジスタであるとチャネル幅方向におけ
る外部からの力の影響も大きくなる。よって、本実施の形態で示したようなチャネル幅方
向への曲げ耐性を有するトランジスタを駆動回路に用いるとより効果的であり、耐衝撃性
に優れ信頼性の高い半導体装置とすることができる。
【００３６】
耐衝撃性を有するため、基板４００に可撓性基板を用い、可撓性を有する半導体装置とし
ての適用にも対応が可能であり、より多様化する用途に対応でき、利便性が向上した信頼
性の高い半導体装置を提供することができる。
【００３７】
なお、本明細書に開示するトランジスタは特に酸化物半導体層のチャネル幅方向における
曲げ耐性に優れているので、半導体装置を作製する際に曲がりやすい方向（曲げる頻度が
高い方向）にチャネル幅方向をあわせてトランジスタを作製することが好ましい。
【００３８】
図３（Ａ１）（Ａ２）乃至（Ｅ１）（Ｅ２）にトランジスタ４１０の作製方法の一例を示
す。なお、図３（Ａ１）乃至（Ｅ１）は図１（Ｂ）に対応しており、図３（Ａ２）乃至（
Ｅ２）は図１（Ｃ）に対応している。
【００３９】
まず、絶縁表面を有する基板４００上に導電膜を形成した後、第１のフォトリソグラフィ
工程によりゲート電極層４０１を形成する。なお、レジストマスクをインクジェット法で
形成してもよい。レジストマスクをインクジェット法で形成するとフォトマスクを使用し
ないため、製造コストを低減できる。
【００４０】
絶縁表面を有する基板４００は、可撓性基板を用いることができ、例えばポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）等のポリエステル樹脂、
ポリアクリルニトリル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリメチルメタクリレート樹脂、ポリカー
ボネート樹脂（ＰＣ）、ポリエーテルスルフォン樹脂（ＰＥＳ）、ポリアミド樹脂、シク
ロオレフィン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、な
どを好適に用いることができる。可撓性基板として繊維体に有機樹脂が含浸された構造体
（いわゆるプリプレグ）を用いてもよい。また、基板４００には予め窒化シリコンや酸化
窒化シリコン等の窒素とシリコンを含む膜や窒化アルミニウム等の窒素とアルミニウムを
含む膜のような透水性の低い保護膜を成膜しておいても良い。
【００４１】
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基板４００の材料中に繊維体が含まれている場合、繊維体は有機化合物または無機化合物
の高強度繊維を用いる。高強度繊維とは、具体的には引張弾性率またはヤング率の高い繊
維のことを言い、代表例としては、ポリビニルアルコール系繊維、ポリエステル系繊維、
ポリアミド系繊維、ポリエチレン系繊維、アラミド系繊維、ポリパラフェニレンベンゾビ
スオキサゾール繊維、ガラス繊維、または炭素繊維が挙げられる。ガラス繊維としては、
Ｅガラス、Ｓガラス、Ｄガラス、Ｑガラス等を用いたガラス繊維が挙げられる。これらは
、織布または不織布の状態で用い、この繊維体に有機樹脂を含浸させ有機樹脂を硬化させ
た構造体を基板４００として用いても良い。基板４００として繊維体と有機樹脂からなる
構造体を用いると、曲げや局所的押圧による破損に対する信頼性が向上するため、好まし
い構成である。
【００４２】
また、可撓性を有する程度に薄くしたガラス基板（例えばバリウムホウケイ酸ガラスやア
ルミノホウケイ酸ガラス）や、フィルム化した金属基板を用いてもよい。金属基板を構成
する材料としては特に限定はないが、アルミニウム、銅、ニッケルやアルミニウム合金若
しくはステンレスなどの金属の合金などを好適にもちいることができる。
【００４３】
可撓性を有する半導体装置を作製するには、可撓性基板上に酸化物半導体層４０３を含む
トランジスタ４１０を直接作製してもよいし、他の作製基板に酸化物半導体層４０３を含
むトランジスタ４１０を作製し、その後可撓性基板に剥離、転置してもよい。なお、作製
基板から可撓性基板に剥離、転置するために、作製基板と酸化物半導体層を含むトランジ
スタとの間に剥離層を設けるとよい。
【００４４】
下地膜となる絶縁膜を基板４００とゲート電極層４０１との間に設けてもよい。下地膜は
、基板４００からの不純物元素の拡散を防止する機能があり、窒化シリコン膜、酸化シリ
コン膜、窒化酸化シリコン膜、又は酸化窒化シリコン膜から選ばれた一又は複数の膜によ
る積層構造により形成することができる。
【００４５】
また、ゲート電極層４０１の材料は、モリブデン、チタン、タンタル、タングステン、ア
ルミニウム、銅、ネオジム、スカンジウム等の金属材料又はこれらを主成分とする合金材
料を用いて、単層で又は積層して形成することができる。
【００４６】
次いで、ゲート電極層４０１上にゲート絶縁層４０２を形成する。ゲート絶縁層４０２は
、プラズマＣＶＤ法又はスパッタリング法等を用いて、酸化シリコン層、窒化シリコン層
、酸化窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層、酸化アルミニウム層、窒化アルミニウム層
、酸化窒化アルミニウム層、窒化酸化アルミニウム層、又は酸化ハフニウム層を単層で又
は積層して形成することができる。
【００４７】
本実施の形態の酸化物半導体は、不純物を除去され、酸化物半導体の主成分以外のキャリ
ア供与体となる不純物が極力含まれないように高純度化することにより真性（Ｉ型）化又
は実質的に真性（Ｉ型）型化された酸化物半導体を用いる。
【００４８】
高純度化された酸化物半導体層中にはキャリアが極めて少なく（ゼロに近い）、キャリア
濃度は１×１０１４／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１２／ｃｍ３未満、さらに好まし
くは１×１０１１／ｃｍ３未満である。
【００４９】
酸化物半導体層中にキャリアが極めて少ないため、トランジスタでは、オフ電流を少なく
することができる。オフ電流は少なければ少ないほど好ましい。
【００５０】
このような高純度化された酸化物半導体は界面準位、界面電荷に対して極めて敏感である
ため、酸化物半導体層とゲート絶縁層との界面は重要である。そのため高純度化された酸
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化物半導体に接するゲート絶縁層は、高品質化が要求される。
【００５１】
例えば、μ波（例えば周波数２．４５ＧＨｚ）を用いた高密度プラズマＣＶＤは、緻密で
絶縁耐圧の高い高品質な絶縁層を形成できるので好ましい。高純度化された酸化物半導体
と高品質ゲート絶縁層とが密接することにより、界面準位を低減して界面特性を良好なも
のとすることができるからである。
【００５２】
もちろん、ゲート絶縁層として良質な絶縁層を形成できるものであれば、スパッタリング
法やプラズマＣＶＤ法など他の成膜方法を適用することができる。また、成膜後の熱処理
によってゲート絶縁層の膜質、酸化物半導体との界面特性が改質される絶縁層であっても
良い。いずれにしても、ゲート絶縁層としての膜質が良好であることは勿論のこと、酸化
物半導体との界面準位密度を低減し、良好な界面を形成できるものであれば良い。
【００５３】
また、ゲート絶縁層４０２、酸化物半導体膜４４０に水素、水酸基及び水分がなるべく含
まれないようにするために、酸化物半導体膜４４０の成膜の前処理として、スパッタリン
グ装置の予備加熱室でゲート電極層４０１が形成された基板４００、又はゲート絶縁層４
０２までが形成された基板４００を予備加熱し、基板４００に吸着した水素、水分などの
不純物を脱離し排気することが好ましい。なお、予備加熱室に設ける排気手段はクライオ
ポンプが好ましい。なお、この予備加熱の処理は省略することもできる。またこの予備加
熱は、絶縁層４０７の成膜前に、ソース電極層４０５ａ及びドレイン電極層４０５ｂまで
形成した基板４００にも同様に行ってもよい。
【００５４】
次いで、ゲート絶縁層４０２上に、膜厚２ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以
上３０ｎｍ以下の酸化物半導体膜４４０を形成する（図３（Ａ１）（Ａ２）参照。）。
【００５５】
なお、酸化物半導体膜４４０をスパッタリング法により成膜する前に、アルゴンガスを導
入してプラズマを発生させる逆スパッタを行い、ゲート絶縁層４０２の表面に付着してい
る粉状物質（パーティクル、ごみともいう）を除去することが好ましい。逆スパッタとは
、ターゲット側に電圧を印加せずに、アルゴン雰囲気下で基板側にＲＦ電源を用いて電圧
を印加して基板近傍にプラズマを形成して表面を改質する方法である。なお、アルゴン雰
囲気に代えて窒素、ヘリウム、酸素などを用いてもよい。
【００５６】
酸化物半導体膜４４０に用いる酸化物半導体としては、四元系金属酸化物であるＩｎ－Ｓ
ｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体や、三元系金属酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系
酸化物半導体、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半
導体、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓ
ｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体や、二元系金属酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物
半導体、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｍｇ－
Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体や、
Ｉｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体などを用い
ることができる。また、上記酸化物半導体にＳｉＯ２を含んでもよい。ここで、例えば、
Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体とは、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、亜
鉛（Ｚｎ）を有する酸化物膜、という意味であり、その化学量論比はとくに問わない。ま
た、ＩｎとＧａとＺｎ以外の元素を含んでもよい。
【００５７】
また、酸化物半導体膜４４０は、化学式ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表記される
薄膜を用いることができる。ここで、Ｍは、Ｇａ、Ａｌ、ＭｎおよびＣｏから選ばれた一
または複数の金属元素を示す。例えばＭとして、Ｇａ、Ｇａ及びＡｌ、Ｇａ及びＭｎ、ま
たはＧａ及びＣｏなどがある。
【００５８】
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本実施の形態では、酸化物半導体膜４４０としてＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物ターゲッ
トを用いてスパッタリング法により成膜する。また、酸化物半導体膜４４０は、希ガス（
代表的にはアルゴン）雰囲気下、酸素雰囲気下、又は希ガスと酸素の混合雰囲気下におい
てスパッタ法により形成することができる。
【００５９】
酸化物半導体膜４４０をスパッタリング法で作製するためのターゲットとしては、例えば
、組成比として、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：１［ｍｏｌ数比］の酸化物
ターゲットを用い、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ膜を成膜する。また、このターゲットの材料及
び組成に限定されず、例えば、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２［ｍｏｌ数
比］の酸化物ターゲットを用いてもよい。
【００６０】
また、酸化物ターゲットの充填率は９０％以上１００％以下、好ましくは９５％以上９９
．９％以下である。充填率の高い金属酸化物ターゲットを用いることにより、成膜した酸
化物半導体膜は緻密な膜とすることができる。
【００６１】
酸化物半導体膜４４０を、成膜する際に用いるスパッタガスは水素、水、水酸基又は水素
化物などの不純物が除去された高純度ガスを用いることが好ましい。
【００６２】
減圧状態に保持された成膜室内に基板を保持し、基板温度を１００℃以上６００℃以下好
ましくは２００℃以上４００℃以下とする。基板を加熱しながら成膜することにより、成
膜した酸化物半導体膜に含まれる不純物濃度を低減することができる。また、スパッタリ
ングによる損傷が軽減される。そして、成膜室内の残留水分を除去しつつ水素及び水分が
除去されたスパッタガスを導入し、上記ターゲットを用いて基板４００上に酸化物半導体
膜４４０を成膜する。成膜室内の残留水分を除去するためには、吸着型の真空ポンプ、例
えば、クライオポンプ、イオンポンプ、チタンサブリメーションポンプを用いることが好
ましい。また、排気手段としては、ターボポンプ（ターボ分子ポンプ）にコールドトラッ
プを加えたものであってもよい。クライオポンプを用いて排気した成膜室は、例えば、水
素原子、水（Ｈ２Ｏ）など水素原子を含む化合物（より好ましくは炭素原子を含む化合物
も）等が排気されるため、当該成膜室で成膜した酸化物半導体膜に含まれる不純物の濃度
を低減できる。
【００６３】
成膜条件の一例としては、基板とターゲットの間との距離を１００ｍｍ、圧力０．６Ｐａ
、直流（ＤＣ）電源０．５ｋＷ、酸素（酸素流量比率１００％）雰囲気下の条件が適用さ
れる。なお、パルス直流電源を用いると、成膜時に発生する粉状物質（パーティクル、ご
みともいう）が軽減でき、膜厚分布も均一となるために好ましい。
【００６４】
次いで、酸化物半導体膜４４０を第２のフォトリソグラフィ工程により島状の酸化物半導
体層に加工する。また、島状の酸化物半導体層を形成するためのレジストマスクをインク
ジェット法で形成してもよい。レジストマスクをインクジェット法で形成するとフォトマ
スクを使用しないため、製造コストを低減できる。
【００６５】
また、ゲート絶縁層４０２にコンタクトホールを形成する場合、その工程は酸化物半導体
膜４４０の加工時に同時に行うことができる。
【００６６】
なお、ここでの酸化物半導体膜４４０のエッチングは、ドライエッチングでもウェットエ
ッチングでもよく、両方を用いてもよい。例えば、酸化物半導体膜４４０のウェットエッ
チングに用いるエッチング液としては、燐酸と酢酸と硝酸を混ぜた溶液、アンモニア過水
（３１重量％過酸化水素水：２８重量％アンモニア水：水＝５：２：２）などを用いるこ
とができる。また、ＩＴＯ０７Ｎ（関東化学社製）を用いてもよい。
【００６７】
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次いで、酸化物半導体層に第１の加熱処理を行う。この第１の加熱処理によって酸化物半
導体層の脱水化または脱水素化を行うことができる。第１の加熱処理の温度は、４００℃
以上７５０℃以下、または４００℃以上基板の歪み点未満とする。ここでは、加熱処理装
置の一つである電気炉に基板を導入し、酸化物半導体層に対して窒素雰囲気下４５０℃に
おいて１時間の加熱処理を行った後、大気に触れることなく、酸化物半導体層への水や水
素の再混入を防ぎ、酸化物半導体層４４１を得る（図３（Ｂ１）（Ｂ２）参照。）。
【００６８】
なお、加熱処理装置は電気炉に限られず、抵抗発熱体などの発熱体からの熱伝導または熱
輻射によって、被処理物を加熱する装置を用いてもよい。例えば、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ　Ｒ
ａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉｄ　Ｔ
ｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅ
ａｌ）装置を用いることができる。ＬＲＴＡ装置は、ハロゲンランプ、メタルハライドラ
ンプ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧水銀
ランプなどのランプから発する光（電磁波）の輻射により、被処理物を加熱する装置であ
る。ＧＲＴＡ装置は、高温のガスを用いて加熱処理を行う装置である。高温のガスには、
アルゴンなどの希ガス、または窒素のような、加熱処理によって被処理物と反応しない不
活性気体が用いられる。
【００６９】
例えば、第１の加熱処理として、６５０℃～７００℃の高温に加熱した不活性ガス中に基
板を移動させて入れ、数分間加熱した後、基板を移動させて高温に加熱した不活性ガス中
から出すＧＲＴＡを行ってもよい。
【００７０】
なお、第１の加熱処理においては、窒素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガス
に、水、水素などが含まれないことが好ましい。または、加熱処理装置に導入する窒素、
またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上
好ましくは７Ｎ（９９．９９９９９％）以上（即ち不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ましく
は０．１ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。
【００７１】
また、第１の加熱処理で酸化物半導体層を加熱した後、同じ炉に高純度の酸素ガス、高純
度のＮ２Ｏガス、又は超乾燥エア（露点が－４０℃以下、好ましくは－６０℃以下）を導
入してもよい。酸素ガスまたはＮ２Ｏガスに、水、水素などが含まれないことが好ましい
。または、加熱処理装置に導入する酸素ガスまたはＮ２Ｏガスの純度を、６Ｎ以上好まし
くは７Ｎ以上（即ち、酸素ガスまたはＮ２Ｏガス中の不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好まし
くは０．１ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。酸素ガス又はＮ２Ｏガスの作用により、
脱水化または脱水素化処理による不純物の排除工程によって同時に減少してしまった酸化
物半導体を構成する主成分材料である酸素を供給することによって、酸化物半導体層を高
純度化及び電気的にＩ型（真性）化する。
【００７２】
また、酸化物半導体層の第１の加熱処理は、島状の酸化物半導体層に加工する前の酸化物
半導体膜４４０に行うこともできる。その場合には、第１の加熱処理後に、加熱装置から
基板を取り出し、フォトリソグラフィ工程を行う。
【００７３】
なお、第１の加熱処理は、上記以外にも、酸化物半導体層成膜後であれば、酸化物半導体
層上にソース電極層及びドレイン電極層を積層させた後、あるいは、ソース電極層及びド
レイン電極層上に絶縁層を形成した後、のいずれで行っても良い。
【００７４】
また、ゲート絶縁層４０２にコンタクトホールを形成する場合、その工程は酸化物半導体
膜４４０に第１の加熱処理を行う前でも行った後に行ってもよい。
【００７５】
また、酸化物半導体層を２回に分けて成膜し、２回に分けて加熱処理を行うことで、下地
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部材の材料が、酸化物、窒化物、金属など材料を問わず、膜厚の厚い結晶領域（単結晶領
域）、即ち、膜表面に垂直にｃ軸配向した結晶領域を有する酸化物半導体層を形成しても
よい。例えば、３ｎｍ以上１５ｎｍ以下の第１の酸化物半導体膜を成膜し、窒素、酸素、
希ガス、または乾燥空気の雰囲気下で４５０℃以上８５０℃以下、好ましくは５５０℃以
上７５０℃以下の第１の加熱処理を行い、表面を含む領域に結晶領域（板状結晶を含む）
を有する第１の酸化物半導体膜を形成する。そして、第１の酸化物半導体膜よりも厚い第
２の酸化物半導体膜を形成し、４５０℃以上８５０℃以下、好ましくは６００℃以上７０
０℃以下の第２の加熱処理を行い、第１の酸化物半導体膜を結晶成長の種として、上方に
結晶成長させ、第２の酸化物半導体膜の全体を結晶化させ、結果として膜厚の厚い結晶領
域を有する酸化物半導体層を形成してもよい。
【００７６】
次いで、ゲート絶縁層４０２、及び酸化物半導体層４４１上に、ソース電極層及びドレイ
ン電極層（これと同じ層で形成される配線を含む）となる導電膜を形成する。ソース電極
層、及びドレイン電極層に用いる導電膜としては、例えば、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｔａ、Ｔ
ｉ、Ｍｏ、Ｗからから選ばれた元素を含む金属膜、または上述した元素を成分とする金属
窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデン膜、窒化タングステン膜）等を用いることがで
きる。また、Ａｌ、Ｃｕなどの金属膜の下側又は上側の一方または双方にＴｉ、Ｍｏ、Ｗ
などの高融点金属膜またはそれらの金属窒化物膜（窒化チタン膜、窒化モリブデン膜、窒
化タングステン膜）を積層させた構成としても良い。また、ソース電極層、及びドレイン
電極層に用いる導電膜としては、導電性の金属酸化物で形成しても良い。導電性の金属酸
化物としては酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ
）、酸化インジウム酸化スズ合金（Ｉｎ２Ｏ３―ＳｎＯ２、ＩＴＯと略記する）、酸化イ
ンジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ２Ｏ３―ＺｎＯ）またはこれらの金属酸化物材料に酸化シリ
コンを含ませたものを用いることができる。
【００７７】
第３のフォトリソグラフィ工程により導電膜上にレジストマスクを形成し、選択的にエッ
チングを行ってソース電極層４０５ａ、ドレイン電極層４０５ｂを形成した後、レジスト
マスクを除去する。
【００７８】
第３のフォトリソグラフィ工程でのレジストマスク形成時の露光には、紫外線やＫｒＦレ
ーザ光やＡｒＦレーザ光を用いるとよい。酸化物半導体層４４１上で隣り合うソース電極
層の下端部とドレイン電極層の下端部との間隔幅によって後に形成されるトランジスタの
チャネル長Ｌが決定される。なお、チャネル長Ｌ＝２５ｎｍ未満の露光を行う場合には、
数ｎｍ～数１０ｎｍと極めて波長が短い超紫外線（Ｅｘｔｒｅｍｅ　Ｕｌｔｒａｖｉｏｌ
ｅｔ）を用いて第３のフォトリソグラフィ工程でのレジストマスク形成時の露光を行うと
よい。超紫外線による露光は、解像度が高く焦点深度も大きい。従って、後に形成される
トランジスタのチャネル長Ｌを１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下とすることも可能であり、
回路の動作速度を高速化できる。
【００７９】
また、フォトリソグラフィ工程で用いるフォトマスク数及び工程数を削減するため、透過
した光が複数の強度となる露光マスクである多階調マスクによって形成されたレジストマ
スクを用いてエッチング工程を行ってもよい。多階調マスクを用いて形成したレジストマ
スクは複数の膜厚を有する形状となり、エッチングを行うことでさらに形状を変形するこ
とができるため、異なるパターンに加工する複数のエッチング工程に用いることができる
。よって、一枚の多階調マスクによって、少なくとも二種類以上の異なるパターンに対応
するレジストマスクを形成することができる。よって露光マスク数を削減することができ
、対応するフォトリソグラフィ工程も削減できるため、工程の簡略化が可能となる。
【００８０】
なお、導電膜のエッチングの際に、酸化物半導体層４４１がエッチングされ、分断するこ
とのないようエッチング条件を最適化することが望まれる。しかしながら、導電膜のみを
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エッチングし、酸化物半導体層４４１を全くエッチングしないという条件を得ることは難
しく、導電膜のエッチングの際に酸化物半導体層４４１は一部のみがエッチングされ、溝
部（凹部）を有する酸化物半導体層となることもある。
【００８１】
本実施の形態では、導電膜としてＴｉ膜を用い、酸化物半導体層４４１にはＩｎ－Ｇａ－
Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体を用いたので、エッチャントとしてアンモニア過水（アンモニア
、水、過酸化水素水の混合液）を用いる。
【００８２】
次いで、Ｎ２Ｏ、Ｎ２、またはＡｒなどのガスを用いたプラズマ処理を行い、露出してい
る酸化物半導体層の表面に付着した吸着水などを除去してもよい。プラズマ処理を行った
場合、大気に触れることなく、酸化物半導体層の一部に接する絶縁層４０７を形成する。
【００８３】
絶縁層４０７は、少なくとも１ｎｍ以上の膜厚とし、スパッタ法など、絶縁層４０７に水
、水素等の不純物を混入させない方法を適宜用いて形成することができる。絶縁層４０７
に水素が含まれると、その水素の酸化物半導体層への侵入、又は水素による酸化物半導体
層中の酸素の引き抜き、が生じ酸化物半導体層のバックチャネルが低抵抗化（Ｎ型化）し
てしまい、寄生チャネルが形成されるおそれがある。よって、絶縁層４０７はできるだけ
水素を含まない膜になるように、成膜方法に水素を用いないことが重要である。
【００８４】
絶縁層４０７としては、代表的には酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化アルミニ
ウム膜、または酸化窒化アルミニウム膜などの無機絶縁膜を用いることができる。
【００８５】
本実施の形態では、絶縁層４０７として膜厚２００ｎｍの酸化シリコン膜を、スパッタリ
ング法を用いて成膜する。成膜時の基板温度は、室温以上３００℃以下とすればよく、本
実施の形態では１００℃とする。酸化シリコン膜のスパッタ法による成膜は、希ガス（代
表的にはアルゴン）雰囲気下、酸素雰囲気下、または希ガスと酸素の混合雰囲気下におい
て行うことができる。また、ターゲットとして酸化シリコンターゲットまたはシリコンタ
ーゲットを用いることができる。例えば、シリコンターゲットを用いて、酸素を含む雰囲
気下でスパッタ法により酸化シリコン膜を形成することができる。酸化物半導体層に接し
て形成する絶縁層４０７は、水分や、水素イオンや、ＯＨ－などの不純物を含まず、これ
らが外部から侵入することをブロックする無機絶縁膜を用い、代表的には酸化シリコン膜
、酸化窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、または酸化窒化アルミニウム膜などを用い
る。
【００８６】
酸化物半導体膜４４０の成膜時と同様に、絶縁層４０７の成膜室内の残留水分を除去する
ためには、吸着型の真空ポンプ（クライオポンプなど）を用いることが好ましい。クライ
オポンプを用いて排気した成膜室で成膜した絶縁層４０７に含まれる不純物の濃度を低減
できる。また、絶縁層４０７の成膜室内の残留水分を除去するための排気手段としては、
ターボポンプ（ターボ分子ポンプ）にコールドトラップを加えたものであってもよい。
【００８７】
絶縁層４０７を、成膜する際に用いるスパッタガスは水素、水、水酸基又は水素化物など
の不純物が除去された高純度ガスを用いることが好ましい。
【００８８】
次いで、不活性ガス雰囲気下、または酸素ガス雰囲気下で第２の加熱処理（好ましくは２
００℃以上４００℃以下、例えば２５０℃以上３５０℃以下）を行う。例えば、窒素雰囲
気下で２５０℃、１時間の第２の加熱処理を行う。第２の加熱処理を行うと、酸化物半導
体層の一部（チャネル形成領域）が絶縁層４０７と接した状態で加熱される。
【００８９】
以上の工程を経ることによって、酸化物半導体膜に対して第１の加熱処理を行って水素、
水分、水酸基又は水素化物（水素化合物ともいう）などの不純物を酸化物半導体層より意
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図的に排除し、かつ不純物の排除工程によって同時に減少してしまう酸化物半導体を構成
する主成分材料の一つである酸素を供給することができる。よって、酸化物半導体層は高
純度化及び電気的にＩ型（真性）化する。
【００９０】
以上の工程でトランジスタ４１０が形成される（図３（Ｃ１）（Ｃ２））参照。）。
【００９１】
また、絶縁層４０７に欠陥を多く含む酸化シリコン層を用いると、酸化シリコン層形成後
の加熱処理によって酸化物半導体層中に含まれる水素、水分、水酸基又は水素化物などの
不純物を酸化物シリコン層に拡散させ、酸化物半導体層中に含まれる該不純物をより低減
させる効果を奏する。
【００９２】
絶縁層４０７上にさらに保護絶縁層を形成してもよい。例えば、ＲＦスパッタ法を用いて
窒化シリコン膜を形成する。ＲＦスパッタ法は、量産性がよいため、保護絶縁層の成膜方
法として好ましい。保護絶縁層は、水分などの不純物を含まず、これらが外部から侵入す
ることをブロックする無機絶縁膜を用い、窒化シリコン膜、窒化アルミニウム膜などを用
いる。
【００９３】
保護絶縁層の形成後、さらに大気中、１００℃以上２００℃以下、１時間以上３０時間以
下での加熱処理を行ってもよい。この加熱処理は一定の加熱温度を保持して加熱してもよ
いし、室温から、１００℃以上２００℃以下の加熱温度への昇温と、加熱温度から室温ま
での降温を複数回くりかえして行ってもよい。
【００９４】
次に、ゲート絶縁層４０２及び絶縁層４０７を選択的に除去して、ゲート電極層４０１が
露出する開口４１２ａ、４１２ｂを形成する（図３（Ｄ１）（Ｄ２）参照。）。図３（Ｄ
２）に示すように、酸化物半導体層４０３のチャネル幅方向において、ゲート絶縁層４０
２及び絶縁層４０７が酸化物半導体層４０３を中央に囲んで封止するように、ゲート絶縁
層４０２及び絶縁層４０７に開口４１２ａ、４１２ｂを形成する。本実施の形態では、ゲ
ート絶縁層４０２と絶縁層４０７とを同マスクを用いてエッチングしたので、ゲート絶縁
層４０２と絶縁層４０７の端部は概略一致している。
【００９５】
次に、絶縁層４０７上に導電膜を形成し、該導電膜をフォトリソグラフィ工程を用いてエ
ッチングして導電層４１１を形成する（図３（Ｅ１）（Ｅ２）参照。）。導電層４１１は
、酸化物半導体層４０３の少なくともチャネル形成領域を覆うように形成される。
【００９６】
図３（Ｅ２）に示すように、ゲート電極層４０１上に設けられた酸化物半導体層４０３を
囲うゲート絶縁層４０２、及び絶縁層４０７の上部及びゲート絶縁層４０２、及び絶縁層
４０７の両端部を覆い、かつ開口に露出するゲート電極層４０１と接して、導電層４１１
を形成する。導電層４１１はゲート電極層４０１と接するため、ゲート電極層４０１と同
電位となる。
【００９７】
ゲート電極層４０１と同電位の導電層４１１を設ける構造とすることで、トランジスタ４
１０のバックチャネルにリーク電流による寄生チャネルが形成することを防止することが
できる。
【００９８】
また、導電層４１１は外部の電場を遮蔽する、すなわち外部の電場が内部（トランジスタ
を含む回路部）に作用しないようにする機能（特に静電気に対する静電遮蔽機能）も有す
る。導電層４１１の遮蔽機能により、静電気などの外部の電場の影響によりトランジスタ
４１０の電気的な特性が変動することを防止することができる。
【００９９】
本実施の形態を用いて作製した、高純度化された酸化物半導体層４０３を用いたトランジ
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スタ４１０は、オフ状態における電流値（オフ電流値）を、チャネル幅１μｍ当たり１０
ｚＡ／μｍ未満、８５℃にて１００ｚＡ／μｍ未満レベルにまで低くすることができる。
【０１００】
また、酸化物半導体層４０３を用いたトランジスタ４１０は、比較的高い電界効果移動度
が得られるため、高速駆動が可能である。よって、液晶表示装置の画素部に上記トランジ
スタを用いることで、高画質な画像を提供することができる。また、高純度化された酸化
物半導体層を含むトランジスタによって、同一基板上に駆動回路部または画素部を作り分
けて作製することができるため、半導体装置の部品点数を削減することができる。
【０１０１】
以上のように、酸化物半導体層のチャネル形成領域をチャネル幅方向において、積層する
ゲート絶縁層、及び絶縁層と、さらにゲート電極層及び導電層とによって囲むことにより
、耐衝撃性を付加することができる。
【０１０２】
また、可撓性を付与することで、より多様化する用途に対応でき、利便性が向上した信頼
性の高い半導体装置を提供することができる。
【０１０３】
（実施の形態２）
本実施の形態では、半導体装置の他の一形態を図２を用いて説明する。本実施の形態では
、半導体装置の一例としてトランジスタを示す。なお、上記実施の形態１と同一部分又は
同様な機能を有する部分、及び工程は、上記実施の形態と同様に行うことができ、繰り返
しの説明は省略する。また同じ箇所の詳細な説明は省略する。
【０１０４】
図２（Ａ）（Ｂ）に並列に接続されたトランジスタ４２０ａ、４２０ｂ、４２０ｃを示す
。複数のトランジスタ４２０ａ、４２０ｂ、４２０ｃは並列に接続することによって、実
質チャネル幅を広くしたことと同じ効果があり、電流量を多く流すことができる。このよ
うにチャネル幅を分割するように複数のトランジスタを並列で設ける構成などを組み合わ
せて用いることで、回路設計の自由度を向上させることができる。トランジスタ４２０ａ
、４２０ｂ、４２０ｃのような電流量を多く流すことができる構成は、駆動回路部の駆動
回路用トランジスタとして好適に用いることができる。
【０１０５】
トランジスタ４２０ａ、４２０ｂ、４２０ｃの酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ、４２
３ｃのチャネル形成領域は、チャネル長（Ｌ）方向、及びチャネル幅（Ｗ）方向を有する
。
【０１０６】
図２（Ａ）はトランジスタ４２０ａ、４２０ｂ、４２０ｃの平面図であり、図２（Ｂ）は
図２（Ａ）に示すトランジスタ４２０ａ、４２０ｂ、４２０ｃのチャネル幅（Ｗ）方向に
おける線Ｂ３－Ｂ４の断面図である。
【０１０７】
図２（Ａ）（Ｂ）に示すように、トランジスタ４２０ａ、４２０ｂ、４２０ｃは、絶縁表
面を有する基板４００上に、ゲート電極層４２１、ゲート絶縁層４２２（ゲート絶縁層４
２２ａ、４２２ｂ、４２２ｃ）、酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ、４２３ｃ、ソース
電極層４２５ａ、ドレイン電極層４２５ｂを含む。トランジスタ４２０ａ、４２０ｂ、４
２０ｃ上には、絶縁層４２７（絶縁層４２７ａ、４２７ｂ、４２７ｃ）、及び導電層４３
１が順に積層されている。
【０１０８】
トランジスタ４２０ａ、４２０ｂ、４２０ｃは、並列に接続されており、ゲート電極層４
２１、ソース電極層４２５ａ、及びドレイン電極層４２５ｂは共通して設けられている。
【０１０９】
また、図２（Ｂ）のチャネル幅方向の断面図において酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ
、４２３ｃは、それぞれゲート絶縁層４２２ａ、４２２ｂ、４２２ｃと絶縁層４２７ａ、
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４２７ｂ、４２７ｃとで上下及び端部を囲まれており、ゲート絶縁層４２２ａ、４２２ｂ
、４２２ｃ及び絶縁層４２７ａ、４２７ｂ、４２７ｃは両端部で接している。ゲート絶縁
層４２２ａ、４２２ｂ、４２２ｃの下側にはゲート電極層４２１が設けられ、絶縁層４２
７ａ、４２７ｂ、４２７ｃ上には、酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ、４２３ｃ、ゲー
ト絶縁層４２２ａ、４２２ｂ、４２２ｃ、及び絶縁層４２７ａ、４２７ｂ、４２７ｃの上
部及びゲート絶縁層４２２ａ、４２２ｂ、４２２ｃ、及び絶縁層４２７ａ、４２７ｂ、４
２７ｃの両端部を覆い、かつゲート電極層４２１と接して導電層４３１が設けられている
。
【０１１０】
よって、チャネル幅方向において酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ、４２３ｃは、それ
ぞれゲート絶縁層４２２ａ、４２２ｂ、４２２ｃと絶縁層４２７ａ、４２７ｂ、４２７ｃ
、及びゲート電極層４２１と導電層４３１とによって囲まれている。
【０１１１】
このように、酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ、４２３ｃの周囲をゲート電極層、ゲー
ト絶縁層、絶縁層、及び導電層の積層によって保護する構成とすると、チャネル幅方向に
おける力が加えられても、膜厚の厚い積層構造は曲がりにくいため、積層の中心に位置す
る酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ、４２３ｃへかかる力を軽減することができる。よ
って外部からの衝撃による酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ、４２３ｃの破損を防止す
ることができる。
【０１１２】
また、ゲート絶縁層４２２（ゲート絶縁層４２２ａ、４２２ｂ、４２２ｃ）及び絶縁層４
２７（絶縁層４２７ａ、４２７ｂ、４２７ｃ）に、ゲート電極層４２１が広く露出する開
口を形成し、該開口においてそれぞれゲート電極層４２１と導電層４３１とが接する構成
としている。ゲート電極層４２１と導電層４３１として密着性のよい導電膜を用いれば、
外部からの力によるゲート電極層４２１、ゲート絶縁層４２２ａ、４２２ｂ、４２２ｃ、
酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ、４２３ｃ、絶縁層４２７ａ、４２７ｂ、４２７ｃ、
又は導電層４３１の界面における膜剥がれを防止することができる。
【０１１３】
ゲート電極層４２１と導電層４３１との密着力を高めるためには接する領域を広く設ける
ことが好ましく、図２（Ａ）に示すように、ゲート電極層４２１と導電層４３１とが接す
る領域の酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ、４２３ｃのチャネル長方向における距離を
、酸化物半導体層４２３ａ、４２３ｂ、４２３ｃのチャネル長の距離より長くすることが
好ましい。
【０１１４】
また、トランジスタ４２０ａ、４２０ｂ、４２０ｃにおいて、それぞれ酸化物半導体層４
２３ａ、４２３ｂ、４２３ｃを中央に配置して、その両端をゲート絶縁層４２２ａ、４２
２ｂ、４２２ｃと絶縁層４２７ａ、４２７ｂ、４２７ｃとが接して封止し、さらにその両
端をゲート電極層４２１と導電層４３１とが接して封止するため、それぞれ線対称な構造
とすることができる。よって外部からかかる力が均等に分散し、酸化物半導体層４２３ａ
、４２３ｂ、４２３ｃにおいて局所的に大きな力がかかるのを防止することができる。
【０１１５】
従って、トランジスタ４２０ａ、４２０ｂ、４２０ｃにおいて酸化物半導体層４２３ａ、
４２３ｂ、４２３ｃのチャネル幅方向における曲げ耐性を高め、耐衝撃性を付与すること
ができる。
【０１１６】
耐衝撃性を有するため、基板４００に可撓性基板を用い、可撓性を有する半導体装置とし
ての適用にも対応が可能であり、より多様化する用途に対応でき、利便性が向上した信頼
性の高い半導体装置を提供することができる。
【０１１７】
以上のように、酸化物半導体層のチャネル形成領域をチャネル幅方向において、積層する
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ゲート絶縁層、及び絶縁層と、さらにゲート電極層及び導電層とによって囲むことにより
、耐衝撃性を付加することができる。
【０１１８】
また、可撓性を付与することで、より多様化する用途に対応でき、利便性が向上した信頼
性の高い半導体装置を提供することができる。
【０１１９】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０１２０】
（実施の形態３）
本実施の形態では、半導体装置の他の一形態を図５を用いて説明する。本実施の形態では
、半導体装置の一例としてトランジスタを示す。実施の形態１に示すトランジスタと、ソ
ース電極層及びドレイン電極層の形成工程及び構造が異なる例である。よって、上記実施
の形態と同一部分又は同様な機能を有する部分、及び工程は、上記実施の形態と同様に行
うことができ、繰り返しの説明は省略する。また同じ箇所の詳細な説明は省略する。
【０１２１】
実施の形態１及び実施の形態２では、ソース電極層４０５ａ及びドレイン電極層４０５ｂ
を酸化物半導体層４０３と絶縁層４０７との間に設ける例を示した。本実施の形態では、
ソース電極層４０５ａ及びドレイン電極層４０５ｂを、ゲート絶縁層４０２と酸化物半導
体層４０３との間に設ける例を示す。
【０１２２】
図５（Ａ）はトランジスタ４３０の平面図であり、図５（Ｂ）は図５（Ａ）に示すトラン
ジスタ４３０のチャネル長（Ｌ）方向における線Ａ５－Ａ６の断面図、図５（Ｃ）はチャ
ネル幅（Ｗ）方向における線Ｂ５－Ｂ６の断面図である。
【０１２３】
図５（Ａ）乃至（Ｃ）示すトランジスタ４３０はボトムゲート型のトランジスタであり、
基板４００上に、ゲート電極層４０１、ゲート絶縁層４０２、ソース電極層４０５ａ、ド
レイン電極層４０５ｂ、及び酸化物半導体層４０３を含む。また、トランジスタ４３０を
覆い、酸化物半導体層４０３に接する絶縁層４０７が設けられている。
【０１２４】
トランジスタ４３０においては、ゲート絶縁層４０２は基板４００及びゲート電極層４０
１上に接して設けられ、ゲート絶縁層４０２上にソース電極層４０５ａ、ドレイン電極層
４０５ｂが接して設けられている。そして、ゲート絶縁層４０２、及びソース電極層４０
５ａ、ドレイン電極層４０５ｂ上に酸化物半導体層４０３が設けられている。
【０１２５】
また、図５（Ｃ）のチャネル幅方向の断面図において酸化物半導体層４０３はゲート絶縁
層４０２と絶縁層４０７とで上下及び端部を囲まれており、ゲート絶縁層４０２及び絶縁
層４０７は両端部で接している。ゲート絶縁層４０２の下側にはゲート電極層４０１が設
けられ、絶縁層４０７上には、酸化物半導体層４０３、ゲート絶縁層４０２、及び絶縁層
４０７の上部及びゲート絶縁層４０２、及び絶縁層４０７の両端部を覆い、かつゲート電
極層４０１と接して導電層４１１が設けられている。
【０１２６】
よって、チャネル幅方向において酸化物半導体層４０３はゲート絶縁層４０２と絶縁層４
０７、及びゲート電極層４０１と導電層４１１とによって囲まれている。
【０１２７】
このように、酸化物半導体層４０３の周囲をゲート絶縁層、ゲート電極層、絶縁層、及び
導電層の積層によって保護する構成とすると、チャネル幅（Ｗ）方向における力（外部か
ら与えられる力）が加えられても、膜厚の厚い積層構造は曲がりにくいため、積層の中心
に位置する酸化物半導体層４０３へかかる力を軽減することができる。よって外部からの
衝撃による酸化物半導体層４０３の破損を防止することができる。
【０１２８】
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また、ゲート絶縁層４０２及び絶縁層４０７に、ゲート電極層４０１が広く露出する開口
を形成し、該開口においてゲート電極層４０１と導電層４１１とが接する構成としている
。ゲート電極層４０１と導電層４１１として密着性のよい導電膜を用いれば、外部から与
えられる力によるゲート電極層４０１、ゲート絶縁層４０２、酸化物半導体層４０３、絶
縁層４０７、又は導電層４１１の界面における膜剥がれを防止することができる。
【０１２９】
ゲート電極層４０１と導電層４１１との密着力を高めるためには接する領域を広く設ける
ことが好ましく、図５（Ａ）に示すように、ゲート電極層４０１と導電層４１１とが接す
る領域の酸化物半導体層４０３のチャネル長方向における距離を、酸化物半導体層４０３
のチャネル長の距離より長くすることが好ましい。
【０１３０】
また、酸化物半導体層４０３を中央に配置して、その両端をゲート絶縁層４０２と絶縁層
４０７とが接して封止し、さらにその両端をゲート電極層４０１と導電層４１１とが接し
て封止するため、線対称な構造とすることができる。よって外部から与えられる力が均等
に分散し、酸化物半導体層４０３において局所的に大きな力がかかるのを防止することが
できる。
【０１３１】
従って、トランジスタ４３０において酸化物半導体層４０３のチャネル幅方向における曲
げ耐性を高め、耐衝撃性を付与することができる。
【０１３２】
耐衝撃性を有するため、基板４００に可撓性基板を用い、可撓性を有する半導体装置とし
ての適用にも対応が可能であり、より多様化する用途に対応でき、利便性が向上した信頼
性の高い半導体装置を提供することができる。
【０１３３】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０１３４】
（実施の形態４）
本実施の形態では、他の作製基板より剥離、転置工程を行って可撓性基板上にトランジス
タを設ける半導体装置の作製方法の例を示す。本発明の一態様の半導体装置について図４
を用いて説明する。なお、本実施の形態は、実施の形態１と工程が一部異なる点以外は同
じであるため、同じ箇所には同じ符号を用い、同じ箇所の詳細な説明は省略する。
【０１３５】
半導体装置の作製方法の一例を、図４を用いて詳細に説明する。
【０１３６】
第１の作製基板３００上に剥離層３０２を形成し、剥離層３０２上に第１の絶縁層３０１
を形成する。好ましくは、形成された剥離層３０２を大気に曝すことなく、第１の絶縁層
３０１を連続して形成する。連続して形成することにより、剥離層３０２と第１の絶縁層
３０１の間にゴミや、不純物の混入を防ぐことができる。
【０１３７】
第１の作製基板３００としては、ガラス基板、石英基板、サファイア基板、セラミック基
板、金属基板などを用いることができる。ガラス基板としては、バリウムホウケイ酸ガラ
スやアルミノホウケイ酸ガラスなどを用いることができる。また、本実施の形態の処理温
度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい。半導体装置の作製工程に
おいて、その行う工程に合わせて作製基板を適宜選択することができる。
【０１３８】
なお、本工程では、剥離層３０２を第１の作製基板３００の全面に設ける場合を示してい
るが、必要に応じて第１の作製基板３００の全面に剥離層３０２を設けた後に当該剥離層
３０２を選択的に除去し、所望の領域にのみ剥離層を設けてもよい。また、図４では、第
１の作製基板３００に接して剥離層３０２を形成しているが、必要に応じて、第１の作製
基板３００と剥離層３０２の間に酸化シリコン層、酸化窒化シリコン層、窒化シリコン層
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、窒化酸化シリコン層等の絶縁層を形成してもよい。
【０１３９】
剥離層３０２は、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル
（Ｔａ）、ニオブ（Ｎｂ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ
）、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）
、イリジウム（Ｉｒ）、シリコン（Ｓｉ）から選択された元素、又は元素を主成分とする
合金材料、又は前記元素を主成分とする化合物材料からなり、単層又は積層された層であ
る。シリコンを含む層の結晶構造は、非晶質、微結晶、多結晶のいずれの場合でもよい。
【０１４０】
剥離層３０２は、スパッタリング法やプラズマＣＶＤ法、塗布法、印刷法等により形成で
きる。なお、塗布法はスピンコーティング法、液滴吐出法、ディスペンス法を含む。
【０１４１】
剥離層３０２が単層構造の場合、好ましくは、タングステン層、モリブデン層、又はタン
グステンとモリブデンの混合物を含む層を形成する。又は、タングステンの酸化物若しく
は酸化窒化物を含む層、モリブデンの酸化物若しくは酸化窒化物を含む層、又はタングス
テンとモリブデンの混合物の酸化物若しくは酸化窒化物を含む層を形成する。なお、タン
グステンとモリブデンの混合物とは、例えば、タングステンとモリブデンの合金に相当す
る。
【０１４２】
剥離層３０２が積層構造の場合、好ましくは、１層目としてタングステン層、モリブデン
層、又はタングステンとモリブデンの混合物を含む層を形成し、２層目として、タングス
テン、モリブデン又はタングステンとモリブデンの混合物の酸化物、窒化物、酸化窒化物
又は窒化酸化物を形成する。
【０１４３】
剥離層３０２として、タングステンを含む層とタングステンの酸化物を含む層の積層構造
を形成する場合、タングステンを含む層を形成し、その上層に酸化物で形成される絶縁層
を形成することで、タングステンを含む層と絶縁層との界面に、タングステンの酸化物を
含む層が形成されることを活用してもよい。
【０１４４】
また、剥離層を形成して作製基板にトランジスタを形成する場合、酸化物半導体層の脱水
化、脱水素化の加熱処理によって剥離層も加熱され、後の工程で作製基板より支持基板に
剥離を行う際、剥離層界面での剥離が容易になる。
【０１４５】
また、タングステンを含む層の表面を、熱酸化処理、酸素プラズマ処理、オゾン水等の酸
化力の強い溶液での処理等を行ってタングステンの酸化物を含む層を形成してもよい。ま
たプラズマ処理や加熱処理は、酸素、窒素、一酸化二窒素単体、あるいは前記ガスとその
他のガスとの混合気体雰囲気下で行ってもよい。これは、タングステンの窒化物、酸化窒
化物及び窒化酸化物を含む層を形成する場合も同様であり、タングステンを含む層を形成
後、その上層に窒化シリコン層、酸化窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層を形成すると
よい。
【０１４６】
剥離層３０２上に被剥離層３０４を形成する（図４（Ａ）参照。）。被剥離層３０４は、
第１の絶縁層３０１と、トランジスタ４１０を有する。
【０１４７】
はじめに、第１の絶縁層３０１を剥離層３０２上に形成する。第１の絶縁層３０１は、窒
化シリコンや酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン等、窒素とシリコンを含む絶縁膜を単
層または多層で形成するのが好ましい。
【０１４８】
第１の絶縁層３０１は、スパッタリング法やプラズマＣＶＤ法、塗布法、印刷法等を用い
て形成することが可能であり、例えば、プラズマＣＶＤ法によって成膜温度を２５０℃～
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４００℃として形成することで、緻密で非常に透水性の低い膜とすることができる。なお
、第１の絶縁層３０１の厚さは１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下、さらには１００ｎｍ以上
７００ｎｍ以下が好ましい。
【０１４９】
第１の絶縁層３０１を設けることで、後の剥離工程において剥離層３０２との界面での剥
離が容易になる。さらに、後の剥離工程において半導体素子や配線に亀裂やダメージが入
るのを防ぐことができる。また、第１の絶縁層３０１は半導体装置の保護層として機能す
る。
【０１５０】
第１の絶縁層３０１上にトランジスタ４１０を形成し、被剥離層３０４を形成する。被剥
離層３０４は、実施の形態１で説明する方法を適用して形成できるためここでは詳細な説
明を省く。
【０１５１】
なお、本実施の形態では絶縁層４０７上に保護絶縁層４０９との積層構造とする例を示す
。本実施の形態では、保護絶縁層４０９として、絶縁層４０７まで形成された基板４００
を１００℃～４００℃の温度に加熱し、水素及び水分が除去された高純度窒素を含むスパ
ッタガスを導入しシリコン半導体のターゲットを用いて窒化シリコン膜を成膜する（図４
（Ａ）参照。）。この場合においても、絶縁層４０７と同様に、処理室内の残留水分を除
去しつつ保護絶縁層４０９を成膜することが好ましい。
【０１５２】
また、トランジスタ４１０上にトランジスタ起因の表面凹凸を低減するために平坦化絶縁
膜を形成してもよい。平坦化絶縁膜としては、ポリイミド、アクリル、ベンゾシクロブテ
ン、等の有機材料を用いることができる。また上記有機材料の他に、低誘電率材料（ｌｏ
ｗ－ｋ材料）等を用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁膜を複数積
層させることで、平坦化絶縁膜を形成してもよい。
【０１５３】
次に、除去可能な接着層３０５を用いて、第２の作製基板３０６を一時的に被剥離層３０
４に貼り合わせる。第２の作製基板３０６を被剥離層３０４に貼り合わせることにより、
被剥離層３０４を剥離層３０２から容易に剥離できる。また、剥離工程を通じて被剥離層
３０４に加わる応力が緩和され、トランジスタを保護できる。また、除去可能な接着層３
０５を用いるため、第２の作製基板３０６が不要になれば、容易に取り除くことができる
。
【０１５４】
除去可能な接着層３０５としては、例えば水溶性樹脂をその例に挙げることができる。塗
布した水溶性樹脂は被剥離層３０４の凹凸を緩和し、第２の作製基板３０６との貼り合わ
せを容易にする。また、除去可能な接着層３０５として、光または熱により剥離可能な粘
着剤を水溶性樹脂に積層したものを用いてもよい。
【０１５５】
次に、被剥離層３０４を第１の作製基板３００から剥離する（図４（Ｂ）参照。）。剥離
方法には様々な方法を用いることができる。
【０１５６】
例えば剥離層３０２として、金属酸化膜を第１の絶縁層３０１に接する側に形成した場合
には、当該金属酸化膜を結晶化により脆弱化して、被剥離層３０４を第１の作製基板３０
０から剥離することができる。また、当該金属酸化膜を結晶化により脆弱化した後、さら
に剥離層３０２の一部を溶液やＮＦ３、ＢｒＦ３、ＣｌＦ３等のフッ化ハロゲンガスによ
りエッチングして除去し、脆弱化した金属酸化膜において剥離してもよい。
【０１５７】
また剥離層３０２として、窒素、酸素や水素等を含む膜（例えば、水素を含む非晶質シリ
コン膜、水素含有合金膜、酸素含有合金膜など）を用い、第１の作製基板３００として透
光性を有する基板を用いた場合には、第１の作製基板３００から剥離層３０２にレーザ光
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を照射して、剥離層内に含有する窒素、酸素や水素を気化させて、第１の作製基板３００
と剥離層３０２との間で剥離する方法を用いることができる。
【０１５８】
また剥離層３０２をエッチングにより除去することで、被剥離層３０４を第１の作製基板
３００から剥離しても良い。
【０１５９】
また、第１の作製基板３００を機械的に研磨し除去する方法や、第１の作製基板３００を
ＮＦ３、ＢｒＦ３、ＣｌＦ３等のフッ化ハロゲンガスまたはＨＦによるエッチングで除去
する方法等を用いることができる。この場合、剥離層３０２を用いなくともよい。
【０１６０】
また、レーザ光の照射、ガスや溶液などによるエッチング、又は、鋭いナイフやメスなど
を用いて、剥離層３０２を露出させる溝を形成し、溝をきっかけとして剥離層３０２と保
護層として機能する第１の絶縁層３０１の界面において被剥離層３０４を第１の作製基板
３００から剥離することもできる。
【０１６１】
剥離方法としては、例えば、機械的な力を加えること（人間の手や把治具で引き剥がす処
理や、ローラーを回転させながら分離する処理等）を用いて行えばよい。また、溝に液体
を滴下し、剥離層３０２及び第１の絶縁層３０１の界面に液体を浸透させて剥離層３０２
から被剥離層３０４を剥離してもよい。また、溝にＮＦ３、ＢｒＦ３、ＣｌＦ３等のフッ
化ガスを導入し、剥離層３０２をフッ化ガスでエッチングし除去して、絶縁表面を有する
第１の作製基板３００から被剥離層３０４を剥離する方法を用いてもよい。また、剥離を
行う際に水などの液体をかけながら剥離してもよい。
【０１６２】
その他の剥離方法としては、剥離層３０２をタングステンで形成した場合は、アンモニア
水と過酸化水素水の混合溶液により剥離層をエッチングしながら剥離を行うことができる
。
【０１６３】
次に、被剥離層３０４に基板４００を、樹脂層３０７を用いて接着する（図４（Ｃ）参照
。）。
【０１６４】
基板４００としては、実施の形態１で示したような可撓性を有する基板を用いることがで
きる。
【０１６５】
樹脂層３０７としては、紫外線硬化型接着剤など光硬化型の接着剤、反応硬化型接着剤、
熱硬化型接着剤、または嫌気型接着剤など各種硬化型接着剤を用いることができる。これ
らの接着剤の材質としてはエポキシ樹脂やアクリル樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹
脂などを用いることができる。
【０１６６】
なお、基板４００としてプリプレグを用いた場合には、接着剤を用いず直接被剥離層３０
４と基板４００とを圧着して貼り合わせる。この際、当該構造体の有機樹脂としては、反
応硬化型、熱硬化型、紫外線硬化型など追加処理を施すことによって硬化が進行するもの
を用いると良い。
【０１６７】
基板４００を設けた後、第２の作製基板３０６及び除去可能な接着層３０５を除去して、
トランジスタ４１０を露出させる（図４（Ｄ）参照。）。
【０１６８】
以上の工程により、転置工程を用いて、基板４００上にトランジスタ４１０を形成するこ
とができる。
【０１６９】
なお、本実施の形態では、被剥離層にトランジスタまでを設ける方法を例示したが、本明
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細書中で開示する発明はこれに限らず、他の表示素子まで形成してから（例えば発光素子
など）剥離及び転置を行ってもよい。
【０１７０】
本実施の形態によれば、耐熱性の高い基板を利用して作製したトランジスタを、薄くかつ
軽量な可撓性基板に転置できる。従って、基板の耐熱性に縛られることなく、可撓性を有
する半導体装置を形成できる。
【０１７１】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０１７２】
（実施の形態５）
実施の形態１乃至４で一例を示したトランジスタを用いて表示機能を有する半導体装置（
表示装置ともいう）を作製することができる。実施の形態１乃至４で一例を示したトラン
ジスタは駆動回路部に用いるとより効果的である。また、トランジスタを用いて駆動回路
の一部または全体を、画素部と同じ基板上に一体形成し、システムオンパネルを形成する
ことができる。
【０１７３】
図６（Ａ）（Ｂ）において、第１の基板４００１上に設けられた画素部４００２と、走査
線駆動回路４００４とを囲むようにして、シール材４００５が設けられている。また画素
部４００２と、走査線駆動回路４００４の上に第２の基板４００６が設けられている。よ
って画素部４００２と、走査線駆動回路４００４とは、第１の基板４００１とシール材４
００５と第２の基板４００６とによって、表示素子と共に封止されている。図６（Ａ）（
Ｂ）においては、第１の基板４００１上のシール材４００５によって囲まれている領域と
は異なる領域に、別途用意された基板上に単結晶半導体膜又は多結晶半導体膜で形成され
た信号線駆動回路４００３が実装されている。図６（Ａ）（Ｂ）においては、別途形成さ
れた信号線駆動回路４００３と、走査線駆動回路４００４または画素部４００２に与えら
れる各種信号及び電位は、ＦＰＣ４０１８から供給されている。
【０１７４】
また図６（Ａ）（Ｂ）においては、信号線駆動回路４００３を別途形成し、第１の基板４
００１に実装している例を示しているが、この構成に限定されない。走査線駆動回路を別
途形成して実装しても良いし、信号線駆動回路の一部または走査線駆動回路の一部のみを
別途形成して実装しても良い。
【０１７５】
なお、別途形成した駆動回路の接続方法は、特に限定されるものではなく、ＣＯＧ（Ｃｈ
ｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）方法、ワイヤボンディング方法、或いはＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａ
ｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）方法などを用いることができる。図６（Ａ）は、Ｃ
ＯＧ方法により信号線駆動回路４００３を実装する例であり、図６（Ｂ）は、ＴＡＢ方法
により信号線駆動回路４００３を実装する例である。
【０１７６】
また、表示装置は、表示素子が封止された状態にあるパネルと、該パネルにコントローラ
を含むＩＣ等を実装した状態にあるモジュールとを含む。
【０１７７】
なお、本明細書中における表示装置とは、画像表示デバイス、表示デバイス、もしくは光
源（照明装置含む）を指す。また、コネクター、例えばＦＰＣもしくはＴＡＢテープもし
くはＴＣＰが取り付けられたモジュール、ＴＡＢテープやＴＣＰの先にプリント配線板が
設けられたモジュール、または表示素子にＣＯＧ方式によりＩＣ（集積回路）が直接実装
されたモジュールも全て表示装置に含むものとする。
【０１７８】
また第１の基板上に設けられた画素部及び走査線駆動回路は、トランジスタを複数有して
おり、走査線駆動回路４００４のトランジスタとして、実施の形態１乃至４で一例を示し
たトランジスタを適用することができる。
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【０１７９】
表示装置に設けられる表示素子としては液晶素子（液晶表示素子ともいう）、発光素子（
発光表示素子ともいう）、を用いることができる。発光素子は、電流または電圧によって
輝度が制御される素子をその範疇に含んでおり、具体的には無機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　
Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）、有機ＥＬ等が含まれる。また、電子インクなど、電気的作
用によりコントラストが変化する表示媒体も適用することができる。
【０１８０】
半導体装置の一形態について、図７乃至９を用いて説明する。図７乃至９は、図６（Ａ）
のＭ－Ｎにおける断面図に相当する。
【０１８１】
図７乃至９で示すように、半導体装置は接続端子電極４０１５及び端子電極４０１６を有
しており、接続端子電極４０１５及び端子電極４０１６はＦＰＣ４０１８が有する端子と
異方性導電膜４０１９を介して、電気的に接続されている。
【０１８２】
接続端子電極４０１５は、第１の電極層４０３０と同じ導電膜から形成され、端子電極４
０１６は、トランジスタ４０１０、４０１１のソース電極層及びドレイン電極層と同じ導
電膜で形成されている。
【０１８３】
また第１の基板４００１上に設けられた画素部４００２と、走査線駆動回路４００４は、
トランジスタを複数有しており、図７乃至９では、画素部４００２に含まれるトランジス
タ４０１０と、走査線駆動回路４００４に含まれるトランジスタ４０１１とを例示してい
る。図７では、トランジスタ４０１０、４０１１上には絶縁層４０２０が設けられ、図８
及び図９ではさらに、絶縁層４０２１が設けられている。なお、絶縁膜４０２３は下地膜
として機能する絶縁膜である。
【０１８４】
本実施の形態では、走査線駆動回路４００４のトランジスタ４０１１として、実施の形態
１で一例を示したトランジスタを適用している。トランジスタ４０１１は酸化物半導体層
のチャネル幅方向においてチャネル形成領域が上下のゲート絶縁層、ゲート電極層、絶縁
層、及び導電層で囲まれた構造である。駆動回路においては、より多くの電流を流すため
にトランジスタのチャネル幅を長く設けることが好ましい。よって、実施の形態１乃至４
で示したようなチャネル幅方向への曲げ耐性を有するトランジスタであると、耐衝撃性に
優れ信頼性の高い半導体装置とすることができる。
【０１８５】
画素部４００２に設けられたトランジスタ４０１０は表示素子と電気的に接続し、表示パ
ネルを構成する。表示素子は表示を行うことがでれば特に限定されず、様々な表示素子を
用いることができる。
【０１８６】
図７に表示素子として液晶素子用いた液晶表示装置の例を示す。図７において、表示素子
である液晶素子４０１３は、第１の電極層４０３０、第２の電極層４０３１、及び液晶層
４００８を含む。なお、液晶層４００８を挟持するように配向膜として機能する絶縁膜４
０３２、４０３３が設けられている。第２の電極層４０３１は第２の基板４００６側に設
けられ、第１の電極層４０３０と第２の電極層４０３１とは液晶層４００８を介して積層
する構成となっている。
【０１８７】
また４０３５は絶縁膜を選択的にエッチングすることで得られる柱状のスペーサであり、
液晶層４００８の膜厚（セルギャップ）を制御するために設けられている。なお球状のス
ペーサを用いていても良い。
【０１８８】
表示素子として、液晶素子を用いる場合、サーモトロピック液晶、低分子液晶、高分子液
晶、高分子分散型液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶等を用いることができる。これら
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の液晶材料は、条件により、コレステリック相、スメクチック相、キュービック相、カイ
ラルネマチック相、等方相等を示す。
【０１８９】
また、配向膜を用いないブルー相を示す液晶を用いてもよい。ブルー相は液晶相の一つで
あり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等方相へ転移する直
前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため、温度範囲を改善
するために５重量％以上のカイラル剤を混合させた液晶組成物を液晶層に用いる。ブルー
相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速度が１ｍｓｅｃ以下と短く、光
学的等方性であるため配向処理が不要であり、視野角依存性が小さい。また配向膜を設け
なくてもよいのでラビング処理も不要となるため、ラビング処理によって引き起こされる
静電破壊を防止することができ、作製工程中の液晶表示装置の不良や破損を軽減すること
ができる。よって液晶表示装置の生産性を向上させることが可能となる。酸化物半導体層
を用いるトランジスタは、静電気の影響によりトランジスタの電気的な特性が著しく変動
して設計範囲を逸脱する恐れがある。よって酸化物半導体層を用いるトランジスタを有す
る液晶表示装置にブルー相の液晶材料を用いることはより効果的である。
【０１９０】
また、液晶材料の固有抵抗は、１×１０９Ω・ｃｍ以上であり、好ましくは１×１０１１

Ω・ｃｍ以上であり、さらに好ましくは１×１０１２Ω・ｃｍ以上である。なお、本明細
書における固有抵抗の値は、２０℃で測定した値とする。
【０１９１】
液晶表示装置に設けられる保持容量の大きさは、画素部に配置されるトランジスタのリー
ク電流等を考慮して、所定の期間の間電荷を保持できるように設定される。保持容量の大
きさは、トランジスタのオフ電流等を考慮して設定すればよい。高純度の酸化物半導体層
を有するトランジスタを用いることにより、各画素における液晶容量に対して１／３以下
、好ましくは１／５以下の容量の大きさを有する保持容量を設ければ充分である。
【０１９２】
液晶表示装置には、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐ
ｌａｎｅ－Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔ
ｃｈｉｎｇ）モード、ＡＳＭ（Ａｘｉａｌｌｙ　Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　ａｌｉｇｎｅｄ　
Ｍｉｃｒｏ－ｃｅｌｌ）モード、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂ
ｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）モード、ＦＬＣ（Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉ
ｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード、ＡＦＬＣ（ＡｎｔｉＦｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モードなどを用いることができる。
【０１９３】
また、ノーマリーブラック型の液晶表示装置、例えば垂直配向（ＶＡ）モードを採用した
透過型の液晶表示装置としてもよい。垂直配向モードとしては、いくつか挙げられるが、
例えば、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－Ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）
モード、ＰＶＡ（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モード
、ＡＳＶモードなどを用いることができる。また、ＶＡ型の液晶表示装置にも適用するこ
とができる。ＶＡ型の液晶表示装置とは、液晶表示パネルの液晶分子の配列を制御する方
式の一種である。ＶＡ型の液晶表示装置は、電圧が印加されていないときにパネル面に対
して液晶分子が垂直方向を向く方式である。また、画素（ピクセル）をいくつかの領域（
サブピクセル）に分け、それぞれ別の方向に分子を倒すよう工夫されているマルチドメイ
ン化あるいはマルチドメイン設計といわれる方法を用いることができる。
【０１９４】
また、表示装置において、ブラックマトリクス（遮光層）、偏光部材、位相差部材、反射
防止部材などの光学部材（光学基板）などは適宜設ける。例えば、偏光基板及び位相差基
板による円偏光を用いてもよい。また、光源としてバックライト、サイドライトなどを用
いてもよい。
【０１９５】
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また、画素部における表示方式は、プログレッシブ方式やインターレース方式等を用いる
ことができる。また、カラー表示する際に画素で制御する色要素としては、ＲＧＢ（Ｒは
赤、Ｇは緑、Ｂは青を表す）の三色に限定されない。例えば、ＲＧＢＷ（Ｗは白を表す）
、又はＲＧＢに、イエロー、シアン、マゼンタ等を一色以上追加したものがある。なお、
色要素のドット毎にその表示領域の大きさが異なっていてもよい。ただし、本発明はカラ
ー表示の表示装置に限定されるものではなく、モノクロ表示の表示装置に適用することも
できる。
【０１９６】
また、表示装置に含まれる表示素子として、エレクトロルミネッセンスを利用する発光素
子を適用することができる。エレクトロルミネッセンスを利用する発光素子は、発光材料
が有機化合物であるか、無機化合物であるかによって区別され、一般的に、前者は有機Ｅ
Ｌ素子、後者は無機ＥＬ素子と呼ばれている。
【０１９７】
有機ＥＬ素子は、発光素子に電圧を印加することにより、一対の電極から電子および正孔
がそれぞれ発光性の有機化合物を含む層に注入され、電流が流れる。そして、それらキャ
リア（電子および正孔）が再結合することにより、発光性の有機化合物が励起状態を形成
し、その励起状態が基底状態に戻る際に発光する。このようなメカニズムから、このよう
な発光素子は、電流励起型の発光素子と呼ばれる。
【０１９８】
無機ＥＬ素子は、その素子構成により、分散型無機ＥＬ素子と薄膜型無機ＥＬ素子とに分
類される。分散型無機ＥＬ素子は、発光材料の粒子をバインダ中に分散させた発光層を有
するものであり、発光メカニズムはドナー準位とアクセプター準位を利用するドナー－ア
クセプター再結合型発光である。薄膜型無機ＥＬ素子は、発光層を誘電体層で挟み込み、
さらにそれを電極で挟んだ構造であり、発光メカニズムは金属イオンの内殻電子遷移を利
用する局在型発光である。なお、ここでは、発光素子として有機ＥＬ素子を用いて説明す
る。
【０１９９】
発光素子は発光を取り出すために少なくとも一対の電極の一方が透明であればよい。そし
て、基板上にトランジスタ及び発光素子を形成し、基板とは逆側の面から発光を取り出す
上面射出や、基板側の面から発光を取り出す下面射出や、基板側及び基板とは反対側の面
から発光を取り出す両面射出構造の発光素子があり、どの射出構造の発光素子も適用する
ことができる。
【０２００】
図８に表示素子として発光素子を用いた発光装置の例を示す。表示素子である発光素子４
５１３は、画素部４００２に設けられたトランジスタ４０１０と電気的に接続している。
なお発光素子４５１３の構成は、第１の電極層４０３０、電界発光層４５１１、第２の電
極層４０３１の積層構造であるが、示した構成に限定されない。発光素子４５１３から取
り出す光の方向などに合わせて、発光素子４５１３の構成は適宜変えることができる。
【０２０１】
隔壁４５１０は、有機絶縁材料、又は無機絶縁材料を用いて形成する。特に感光性の樹脂
材料を用い、第１の電極層４０３０上に開口部を形成し、その開口部の側壁が連続した曲
率を持って形成される傾斜面となるように形成することが好ましい。
【０２０２】
電界発光層４５１１は、単数の層で構成されていても、複数の層が積層されるように構成
されていてもどちらでも良い。
【０２０３】
発光素子４５１３に酸素、水素、水分、二酸化炭素等が侵入しないように、第２の電極層
４０３１及び隔壁４５１０上に保護膜を形成してもよい。保護膜としては、窒化シリコン
膜、窒化酸化シリコン膜、ＤＬＣ膜等を形成することができる。また、第１の基板４００
１、第２の基板４００６、及びシール材４００５によって封止された空間には充填材４５
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１４が設けられ密封されている。このように外気に曝されないように気密性が高く、脱ガ
スの少ない保護フィルム（貼り合わせフィルム、紫外線硬化樹脂フィルム等）やカバー材
でパッケージング（封入）することが好ましい。
【０２０４】
充填材４５１４としては窒素やアルゴンなどの不活性な気体の他に、紫外線硬化樹脂また
は熱硬化樹脂を用いることができ、ＰＶＣ（ポリビニルクロライド）、アクリル、ポリイ
ミド、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ＰＶＢ（ポリビニルブチラル）またはＥＶＡ（エ
チレンビニルアセテート）を用いることができる。例えば充填材として窒素を用いればよ
い。
【０２０５】
また、必要であれば、発光素子の射出面に偏光板、又は円偏光板（楕円偏光板を含む）、
位相差板（λ／４板、λ／２板）、カラーフィルタなどの光学フィルムを適宜設けてもよ
い。また、偏光板又は円偏光板に反射防止膜を設けてもよい。例えば、表面の凹凸により
反射光を拡散し、映り込みを低減できるアンチグレア処理を施すことができる。
【０２０６】
また、表示装置として、電子インクを駆動させる電子ペーパーを提供することも可能であ
る。電子ペーパーは、電気泳動表示装置（電気泳動ディスプレイ）とも呼ばれており、紙
と同じ読みやすさ、他の表示装置に比べ低消費電力、薄くて軽い形状とすることが可能と
いう利点を有している。
【０２０７】
電気泳動表示装置は、様々な形態が考えられ得るが、プラスの電荷を有する第１の粒子と
、マイナスの電荷を有する第２の粒子とを含むマイクロカプセルが溶媒または溶質に複数
分散されたものであり、マイクロカプセルに電界を印加することによって、マイクロカプ
セル中の粒子を互いに反対方向に移動させて一方側に集合した粒子の色のみを表示するも
のである。なお、第１の粒子または第２の粒子は染料を含み、電界がない場合において移
動しないものである。また、第１の粒子の色と第２の粒子の色は異なるもの（無色を含む
）とする。
【０２０８】
このように、電気泳動表示装置は、誘電定数の高い物質が高い電界領域に移動する、いわ
ゆる誘電泳動的効果を利用したディスプレイである。
【０２０９】
上記マイクロカプセルを溶媒中に分散させたものが電子インクと呼ばれるものであり、こ
の電子インクはガラス、プラスチック、布、紙などの表面に印刷することができる。また
、カラーフィルタや色素を有する粒子を用いることによってカラー表示も可能である。
【０２１０】
なお、マイクロカプセル中の第１の粒子および第２の粒子は、導電体材料、絶縁体材料、
半導体材料、磁性材料、液晶材料、強誘電性材料、エレクトロルミネセント材料、エレク
トロクロミック材料、磁気泳動材料から選ばれた一種の材料、またはこれらの複合材料を
用いればよい。
【０２１１】
また、電子ペーパーとして、ツイストボール表示方式を用いる表示装置も適用することが
できる。ツイストボール表示方式とは、白と黒に塗り分けられた球形粒子を表示素子に用
いる電極層である第１の電極層及び第２の電極層の間に配置し、第１の電極層及び第２の
電極層に電位差を生じさせての球形粒子の向きを制御することにより、表示を行う方法で
ある。
【０２１２】
図９に、半導体装置の一形態としてアクティブマトリクス型の電子ペーパーを示す。図９
の電子ペーパーは、ツイストボール表示方式を用いた表示装置の例である。
【０２１３】
トランジスタ４０１０と接続する第１の電極層４０３０と、第２の基板４００６に設けら
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れた第２の電極層４０３１との間には黒色領域４６１５ａ及び白色領域４６１５ｂを有し
、周りに液体で満たされているキャビティ４６１２を含む球形粒子４６１３が設けられて
おり、球形粒子４６１３の周囲は樹脂等の充填材４６１４で充填されている。第２の電極
層４０３１が共通電極（対向電極）に相当する。第２の電極層４０３１は、共通電位線と
電気的に接続される。
【０２１４】
なお、図７乃至図９において、第１の基板４００１、第２の基板４００６としては、可撓
性を有する基板を用いることができ、例えば透光性を有するプラスチック基板などを用い
ることができる。プラスチックとしては、ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒｇｌａｓｓ－Ｒｅｉｎｆｏ
ｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）板、ＰＶＦ（ポリビニルフルオライド）フィルム、ポリエ
ステルフィルムまたはアクリル樹脂フィルムを用いることができる。また、アルミニウム
ホイルをＰＶＦフィルムやポリエステルフィルムで挟んだ構造のシートを用いることもで
きる。
【０２１５】
絶縁層４０２０はトランジスタの保護膜として機能する。
【０２１６】
なお、保護膜は、大気中に浮遊する有機物や金属物、水蒸気などの汚染不純物の侵入を防
ぐためのものであり、緻密な膜が好ましい。保護膜は、スパッタ法を用いて、酸化シリコ
ン膜、窒化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、酸化アルミニウム膜
、窒化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜、又は窒化酸化アルミニウム膜の単層、
又は積層で形成すればよい。
【０２１７】
また、平坦化絶縁膜として機能する絶縁層４０２１は、アクリル、ポリイミド、ベンゾシ
クロブテン、ポリアミド、エポキシ等の、耐熱性を有する有機材料を用いることができる
。また上記有機材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）、シロキサン系樹脂、ＰＳ
Ｇ（リンガラス）、ＢＰＳＧ（リンボロンガラス）等を用いることができる。なお、これ
らの材料で形成される絶縁膜を複数積層させることで、絶縁層を形成してもよい。
【０２１８】
絶縁層４０２０、絶縁層４０２１の形成法は、特に限定されず、その材料に応じて、スパ
ッタ法、ＳＯＧ法、スピンコート、ディップ、スプレー塗布、液滴吐出法（インクジェッ
ト法、スクリーン印刷、オフセット印刷等）、ドクターナイフ、ロールコーター、カーテ
ンコーター、ナイフコーター等を用いることができる。
【０２１９】
表示装置は光源又は表示素子からの光を透過させて表示を行う。よって光が透過する画素
部に設けられる基板、絶縁膜、導電膜などの薄膜はすべて可視光の波長領域の光に対して
透光性とする。
【０２２０】
表示素子に電圧を印加する第１の電極層及び第２の電極層（画素電極層、共通電極層、対
向電極層などともいう）においては、取り出す光の方向、電極層が設けられる場所、及び
電極層のパターン構造によって透光性、反射性を選択すればよい。
【０２２１】
第１の電極層４０３０、第２の電極層４０３１は、酸化タングステンを含むインジウム酸
化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化
物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物（以下、ＩＴＯと示す。
）、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの透光性を有
する導電性材料を用いることができる。
【０２２２】
また、第１の電極層４０３０、第２の電極層４０３１はタングステン（Ｗ）、モリブデン
（Ｍｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、バナジウム（Ｖ）、ニオブ（Ｎ
ｂ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタ
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ン（Ｔｉ）、白金（Ｐｔ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）等の金属、
又はその合金、若しくはその金属窒化物から一つ、又は複数種を用いて形成することがで
きる。
【０２２３】
また、第１の電極層４０３０、第２の電極層４０３１として、導電性高分子（導電性ポリ
マーともいう）を含む導電性組成物を用いて形成することができる。導電性高分子として
は、いわゆるπ電子共役系導電性高分子が用いることができる。例えば、ポリアニリンま
たはその誘導体、ポリピロールまたはその誘導体、ポリチオフェンまたはその誘導体、若
しくはアニリン、ピロールおよびチオフェンの２種以上からなる共重合体またはその誘導
体等が挙げられる。
【０２２４】
また、トランジスタは静電気などにより破壊されやすいため、駆動回路保護用の保護回路
を設けることが好ましい。保護回路は、非線形素子を用いて構成することが好ましい。
【０２２５】
以上のように実施の形態１乃至４で示したトランジスタを適用することで、様々な機能を
有する表示装置を提供することができる。
【０２２６】
本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが可能である。
【０２２７】
（実施の形態６）
本明細書に開示する半導体装置は、さまざまな電子機器（遊技機も含む）に適用すること
ができる。電子機器としては、例えば、テレビジョン装置（テレビ、またはテレビジョン
受信機ともいう）、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメ
ラ等のカメラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう
）、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機など
が挙げられる。
【０２２８】
図１０（Ａ）（Ｂ）は、上記実施の形態を適用して形成される可撓性を有する半導体装置
を電子ブックに適用した例である。図１０（Ａ）は、電子ブックを開いた状態であり、図
１０（Ｂ）は電子ブックを閉じた状態である。第１の表示パネル４３１１、第２の表示パ
ネル４３１２、第３の表示パネル４３１３に上記実施の形態を適用して形成される可撓性
を有する半導体装置を用いることができる。
【０２２９】
第１の筐体４３０５は第１の表示部４３０１を有する第１の表示パネル４３１１を有し、
第２の筐体４３０６は操作部４３０４及び第２の表示部４３０７を有する第２の表示パネ
ル４３１２を有し、両面表示型パネルである第３の表示パネル４３１３は、第３の表示部
４３０２及び第４の表示部４３１０を有し、第３の表示パネル４３１３は、第１の表示パ
ネル４３１１と第２の表示パネル４３１２の間に挿入されている。第１の筐体４３０５、
第１の表示パネル４３１１、第３の表示パネル４３１３、第２の表示パネル４３１２、及
び第２の筐体４３０６は駆動回路が内部に設けられた綴じ部４３０８によって接続されて
いる。図１０の電子ブックは第１の表示部４３０１、第２の表示部４３０７、第３の表示
部４３０２、及び第４の表示部４３１０の４つの表示画面を有している。
【０２３０】
第１の筐体４３０５、第１の表示パネル４３１１、第３の表示パネル４３１３、第２の表
示パネル４３１２、及び第２の筐体４３０６は可撓性を有しており、フレキシビリティが
高い。また、第１の筐体４３０５、第２の筐体４３０６にプラスチック基板を用い、第３
の表示パネル４３１３に薄いフィルムを用いると、薄型な電子ブックとすることができる
。
【０２３１】
第３の表示パネル４３１３は第３の表示部４３０２及び第４の表示部４３１０を有する両
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面表示型パネルである。第３の表示パネル４３１３は、両面射出型の表示パネルを用いて
もよいし、片面射出型の表示パネルを貼り合わせて用いてもよい。
【０２３２】
図１１は、上記実施の形態を適用して形成される半導体装置を、室内の照明装置３００１
として用いた例である。上記実施の形態で示した半導体装置は大面積化も可能であるため
、大面積の照明装置として用いることができる。また、上記実施の形態で示した半導体装
置は、卓上照明器具３０００として用いることも可能である。なお、照明器具には天井固
定型の照明器具、卓上照明器具の他にも、壁掛け型の照明器具、車内用照明、誘導灯など
も含まれる。
【０２３３】
以上のように、実施の形態１乃至５で示した半導体装置は、上記のような様々な電子機器
に配置することができ、信頼性の高い電子機器を提供することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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